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◎ 平 成 ３０ 年 度 大 子 町 職 員 採 用 試 験 案 内 

 

                              

 

大子町職員採用試験審査委員会   

 

 

 大子町職員採用試験を次のとおり行いますからお知らせします。 

 

１ 試験区分，採用予定人員 

試験区分 採用予定

人 員 

職 務 内 容 

一 般 行 政 職 ７人程度 

本庁又は出先機関で一般事務に従事 
一 般 行 政 職 

(身体障がい者） 
１人程度 

保 健 師 

精 神 保 健 福 祉 士 

介 護 支 援 専 門 員 

社 会 福 祉 士 

いずれか 

２人程度 

本庁又は出先機関で所持する資格又は免許に応じ

た業務に従事 

保 育 士 １人程度 
保育所で保育業務又は幼稚園で幼児教育業務に従

事 

消 防 職 １人程度 消防本部で火災の防御，鎮圧，予防及び救急業務に

従事 

 

２ 受験資格等 

  (1)の受験資格を有し，(2)の欠格事項のいずれにも該当しない人であれば受験できま

す。 

 (1) 受験資格 

  ア 一般行政職，消防職 

昭和５８年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人（学歴は問いませ

ん。） 
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  イ 一般行政職（身体障がい者） 

    昭和５８年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人（学歴は問いませ

ん。）で，次の全ての要件に該当する人 

   （ア）身体障害者手帳（１級から６級）の交付を受けている人 

   （イ）通常の勤務時間（原則週３８時間４５分，１日７時間４５分）に対応できる

人 

   （ウ）介護者なしに職務の遂行が可能な人 

   （エ）活字印刷文による出題に対応できる人（一般行政職のみ） 

  ウ 保健師，精神保健福祉士，介護支援専門員又は社会福祉士（以下「保健師等」と

いう。） 

    昭和４３年４月２日以降に生まれた人で，保健師，精神保健福祉士，介護支援専

門員又は社会福祉士のいずれかの資格又は免許を有している人（※） 

  エ 保育士 

    昭和５８年４月２日以降に生まれた人で，保育士資格及び幼稚園教諭免許を有し

ている人（※） 

  （※）平成３１年３月３１日までに取得見込みの人を含みます。 

 

 (2) 欠格事項 

  ア 日本の国籍を有しない人 

  イ 成年被後見人又は被保佐人 

  ウ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

  エ 本町職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過していない人 

  オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

 

３ 試験の方法 

  試験は，第１次試験，第２次試験及び資格調査等とし，第２次試験は，第１次試験の

合格者に対してのみ行います。 

 (1) 第１次試験 

   第１次試験の方法は試験区分によって異なります。 

  ア 一般行政職（身体障がい者を含む。），保育士及び消防職 

試  験 方                    法 

教養試験 Ａ  公務員として必要な一般知識，知能について大学で履修
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（論文・

作文を 

含む。） 

大学卒 （社会科学，人文科学，自然科学，判断推理，文章理解（英

語を含む。），数的推理，資料解釈）した程度の問題について，

択一式による筆記試験を行います。 

論文は，主として文章表現力等について試験を行います。 

Ｂ 

短大・

高校 

卒等 

 公務員として必要な一般知識，知能について高校で履修

（国語，社会，理科，数学，文章理解（英語を含む。），判断

推理，数的推理，資料解釈）した程度の問題について，択一

式による筆記試験を行います。 

作文は，主として文章表現力等について試験を行います。 

  （注）論文・作文については第２次試験における選考の際に評定を行います。 

 

  イ 保健師等 

試  験 方                      法 

作文試験 文章表現力等についての評定を行います。 

面接試験 面接により主として人物についての評定を行います。 

 

(2) 第２次試験（保健師等は第２次試験は実施しません。） 

試  験 方                      法 

面接試験 面接により主として人物についての評定を行います。 

体力測定 
消防職についてのみ，職務遂行に必要な体力の有無についての測定を

行います。 

 

 (3) 身体検査 

   職務遂行に必要な健康度を有するかどうかについて検査を行います。 

 

 (4) 資格調査 

   受験資格の有無等について調査します。 

 

４ 試験日及び試験場 

  第１次試験の試験日及び試験場は，試験区分によって異なります。 



 - 4 - 

試験の名称 試験区分 期日 試験場 

第１次試験 

一般行政職（身体

障がい者を含む。） 

保育士 

消防職 

平成３０年９月１６日（日） 茨城大学 

保健師等 平成３０年８月１１日（土） 大子町役場 

第２次試験 

一般行政職（身体

障がい者を含む。） 

保育士 

消防職 

第１次試験合格者に通知します。 

 

５ 合格者の発表 

  合格者の発表は，役場前に掲示するほか，合格者に通知します。 

 

６ 合格から採用までの経路 

  合格者は，成績順に採用候補者名簿に登載され，そのうちから採用者が決定されます。 

 

７ 給与 

  給与は，大子町職員の給与に関する条例等に基づき支給されますが，例えば学校卒業

直後に採用された場合の基本給は，次のとおりになります。 

学     歴 高 校 短 大 大 学 

給料月額 

一般行政職 

151,500 円 162,700 円 185,800 円 保健師等 

保育士 

消防職 166,000 円 180,000 円 205,200 円 

 (注)１ 学校卒業後一定の経験年数がある者は，上記金額（平成３０年４月現在のもの

です。）に一定額が加算されます。 

   ２ このほか，扶養手当，通勤手当，住居手当，時間外勤務手当，期末手当及び勤

勉手当等が支給されます。 

 

８ 受験手続及び受付期間 

 (1) 申込用紙の請求 

  ア 申込用紙は，役場総務課窓口，郵便又は電子メールで請求してください。 

  イ 郵便で請求する場合は，封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし，
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①氏名，申込用紙の送付先及び日中に連絡をとれる連絡先（携帯電話番号等），②受

験する試験区分，③一般行政職（身体障がい者を含む。），保育士又は消防職の場合

は，教養試験区分「Ａ大学卒」又は「Ｂ短大・高校卒等」を記入した用紙（様式任

意）を必ず同封してください。 

    電子メールで請求する場合は，上記の内容を電子メール本文へ記載してくださ

い。 

   （請求先メールアドレス soumu03@town.daigo.lg.jp 職員採用試験担当者あて） 

 (2) 申込書請求及び受験申込先 

大子町役場総務課（〒319-3526 久慈郡大子町大字大子 866 番地） 

 (3) 受付期間 

受付期間 注意事項 

平成３０年７月２日（月）

から８月１日（水）まで 

土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１

５分まで。郵便の場合は，８月１日（水）午後５時

１５分までに申込先に着信したものに限ります。 

 (4) 提出書類等 

  ア 申込書（所定の申込用紙を使用すること。） 

  イ 受験区分票 

  ウ 身体障害者手帳の写し（身体障がい者の人） 

 

９ その他 

 (1) 受験申込者には，受験票を交付します。 

 (2) 詳しくは，大子町役場総務課秘書職員担当（電話 0295-72-1113 直通）に問い合わせ

ください。 

 

                                  以  上   

mailto:soumu03@town.daigo.lg.jp

